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イヴアン四世の改革の性格 (1)

一一一1550年の Cylle6HHK 85条の解穫をめじって一一一
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1. く妥協〉説とその批判者

2. 11. 11. CMlIpHOBと E.A. POMaHOBの CYJle6HlIK訴究とお条

3. 日.討.CMlIpHOBのお条解釈〈以上本号〉

4. E. A. POMaHoBの批判〔以下次号〉

5. ララi年5月11Bの nplIrOBOp解釈の問題

6. 日.註.CMlIp廷OBの反論

7. 結語

第二次大戦終了の翌 1946年くBonpOCbIlICTOlUI>誌上では，同年の 2-3号にのっ

た口.訂.CMlIpH08の詰丈く06pa308aHlfepyccKoro u，eHTpaJUI308aHHoro rocy.n.apCT8a 

8 XIV-XV 88.>をめぐって， モスグワ国家の成立の原因に関して論争が行なわれた1)

この成立の原因の論争は自らその成立および発展過程の段階設定の論議を惹起したが，

後者は，同じくBorrpoCbIlICTOpmI>誌上で 1949-51年に行なわれた例の時代区分議争

において本格的に取上げられた.そしてその際にはモスクワ国家の性格そのものについ

ても一一一ロシア史における身分制国家段諸設定の問題を中心に一一一意晃がたたかわされ

た 2) しかしこれらの問題ば，時代区分論争で論議された他の多くの問題と同様， この

論争では最終的な結論を得ることができず， 最近でも例えばモスグワ国家の性格につい

て f.6. fa品目ep沼H が先人の所説の検討の上に立って新な主張を展開しているのがみ

られる 3)

ところでモスグワ国家の成立・発展とその性格をめぐる問題の一つの焦点は， モスク

。この論争iこ参加したの誌， 口.n. CMHpH08の詑， 11. 11. CMlIpHOB， B. B. MaBpo瓦lIH，C. B. 
IOllIKOB， K. B. Ea3HJIeBH可の 4人の学者で，くBonpocbIHCTOpHlI>の高年 11月号にく討論の総括〉
がのせられた.関{系論文の表題は， 託CTOpHHCCCP. YKa3aTeJIb COBeTCKO負 JIlITepaTypI:逗(1917-
19ラ2)，T. 1， 1956， CTp. 27 ~このっている.また C. E. Black (Ed.)， Rewriting Russian History. 
Soviet interpretation of Russian past， N. Y.， 1956， pp. 216-18にこの論争の内容の簡単な紹介が

ある.
2) この点で特に重要なの辻 狭い意味での時代[K分論争関孫の論文には入らないが-C.B.IO出 b

OB， K Bonpocy 0 COCJIOBHO・npeぇCTaBHTeJIbHO詰MOHapXHHB POCCHH，くCOB.rocYJlapCTBO H np・a
BO>， 1950， No. 10であった.
3) r. E. raJIbnepHH，φOpMbI pyccKoro rocy JlapCTBa X V -X VI BB. B TpaKToBKe江BOp冗HCKO誼
H 6yp>Kya3Ho員 HCTopHorpa争HlI，くBeCTHHK瓦eH狙Hrp.YH-Ta>. 1958， No. 17; Ero >Ke， CnopHble 
BonpOCbI 0中opMenpaBJIeHH冗 pyccKoroueHTpaJIH30BaHHoro rocyぇapCTBaB COBeTCKO負 HCTO・
pHorpa中HlI，くBeCTHlIKJIeHHHrp. YH-Ta>， 1959，開。、 5
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鳥山成人

ワ国家の中央集権化過程に一時期を画したと考えられる 16世紀 50年代のイヴアン 4註

の改革事業を如何に評価するか， という点にある.この評価如何では， モスクワ国家の

性格といっても，これより以前と以後で、違った性格規定をする必要も起って来る.それ

から一一これとは一応次元を異にする問題であるが一一いわゆるスターワン批判で知ら

れる関の 20回党大会(1956年 2丹〉の亘後， その直接の影響下に歴史学界で取上げ、ら

れたイヴアン 4世の人物評価といった問題においても，。イヴアンの初期の改革を如何

に評価するかは決定的な意味をもっている.イヴアン 4世評価の中心問題は設の治政後

半の例の OnplfQmma体制を一ーその道徳的評価は一応別として一一必要な，かつ蓑極

的な意味を有したものと考えるか，不必要で否定的な意味しかもたなかったものとする

か，という点にあるが 2)これに対する解答は onp問問聞に先行した 50年代の諸改革

の性格・成果の評価と密接な関連があるからである.

さてそれでは， 50年代の諸改革と， これを推進したイヴアン 4世の政府は如何なる

註格のものであったであろうか. ソヴェト史学界ではこれを 60冗pCTBO と，nBOp.SIHCTBO

のく妥協 KOMIIpOMHCC>とする見解が支配的であり，教科書などの概説書にも一般にこ

の説が採用されている. 15世紀以来東北ロシア 〈モスクワ・ロシア〉では封建的分散

制(分領制〉の克服と中央権力(大公権力〉の強1~， 60勾 CTBO・BOT1IlfHa制の後退と

瓦BOp.SIHCTBO (，neTlf 60勾 CKHe)・nOMeCTbe制の進出が一般的な傾向をなしていたが，イ

ヴアン 4世の幼少期に 60.SIpeの反動政治が行われたため， その圧迫を受けた民衆の動

揺・抵抗が次第に激しくなり， イヴアンが親政を開始した 1547年のモスクワの暴動で

これがその頂点に達したので，支配措級内部の二つの勢力 (60兄pCTBO と，nBOp.SIHCTBO)

の争いは一時後景に退いて 40年代末両者の間に妥協が成立し， 50年代の改革も基本的

には，nBOp5lHeの要求を満して中央集権を強化しつつも， 同時に 60冗peの利益をもか

なりの程度考慮した妥協的なものであった， というのがこの説の大筋である.そしてこ

の考え方によると， この妥協体制は本来不安定なものであったからやがて矛震が表面化

して崩壊し， 65年 60兄伊勢力の徹史的な排捻のための 0江戸明日間体制がしかれるに

L 、たっ7ことし、うことになる.

イヴアンとの往復書翰で有名なクルプスキー公 KH5I3bA. M. K yp6CKlf註の用語にし
たがって古くからくv136paHHa冗 pa，na>と呼びならされている改革期のイヴアンの政疫

を，ロシアのいわゆるブルジョア史学者は比 H.)K，naHoBを唯一の例外として COJIO・

1) 1956年 5月比一158モスクワの科学アカデミア歴史研究所封建制鶏ソ同翠史部会は集会を催し
て，ポクロアスキー学派清算の過翠におこって独ソ戦下に頂点に達したイヴアン 4世の英雄視の問題を

とりあげた，この集会ではまず C.M. ，lly6pOBC防長がくoKyJIbTe JIHqHOCTH B HeKOTObIX pa60・
Tax sO BOspOC磁波CTOpHH(06 oueHKe I1BaHa IV H ){pyrHx)> なる報告を行ない，これに対し
て被批判者の一人目.11.CMH戸 OBが反論(弁護〉を試み， この後日人の学者がそれぞれの意見を述
べた. この模様は くBOspOCbI HCTOpHH>，服部， No. 9 ~;こく06 oueHKe 江e釘 eJIbHOCTH民BaH8

rp03Horo>と題してのせられたが，くBOspocwHCTOpHH>編集部立この再じ号に B.H. llleBJI5IKoB 
のくKBOspOCy 06 OspHqHHHe spH I1BaHeIV> をのせ，またこの前号tこえy6pOBCKH誌のくOpO-
THB Hぇe8JIH38UH民江e兄TeJIbHOCTHI1BaHa IV>を掲載した.
む この点でロシア史学界には吉くから見解C対立がみられた. この問題を中心にロシア史学史にお
けるイグァン毛堂評価の産史を詳述したものに O.Y. 6y，ll.OBHHU， I1BaH rp03HW詰 BpyccKo益百CTO・
pJI認可eCKO負 JITep8Type，く日CTOp.38sHCKH>， T. 21， 1947がある.
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イヴァ γ四i止の改革の4性格

BbeBから日JIaTOHOBにいたるまですべて一一一主にクルプスキーと fヴアンの証言に基

し、て一一一 60兄pe的なものとして把握してきた1)これに対して， 50年代の改革そのも

のの性搭の検討から，伝統的な理解を批判してく妥協〉説を主張し出 Lたのはマルクス

主義の堅史家であった.すなわち H.A. PO)KKOBはそのくPyccKaHHCTOpHH C CpaBHH-
Te瓦bHO・HCTOp閉 eCKOMoCBew，eHHH>， T. N，可. 1 (1923) の中で，彼のいわゆるく.nBO・
p兄HCKa兄 peBOJIめ日間〉の開始期たる fヴァンの改革期を封建的な KHH3b兄および 60‘

兄pe と nOMe出限珂-.nBOp問 e との妥協の時期とみなした. くPyccKaH HCTO戸兄 C .npeB‘ 

HeH辺沼XBpeMeH>， T. [， r2Ia. 4におげる M.H. DOKpOBCK凶の見解もこれに近いもの

であったが. 16世紀をく商業資本主義時代〉の始主りとした彼は，この支配搭設内部で

の妥協を， 60兄pe と nOMew，HKH-瓦BOp兄Heにブノレジョアジーを加えて， この三者間のも

のとした.むの

PmKKOBはメニシェヴィキ系の学者であったので、革命後の学界ではあまり重んぜられ

ず，他方 DOKpOBCKH註の権i或も現知のごとく 1934年の党および政晴指導者による批判

の後矢墜したが，彼らの主張したく妥協〉説法その後も生きのびた4)そればかりでな

くこの理論は 30年代末からモスクワ時代史研究の第一人者となったC.B. 5axpywHH 

教授によって継承・発展せしめられることによって， 次第に定詰{としていった 5)5ax‘ 

pyUIHHは，彼自身がその監務者の一人で，同時にイヴアン 4世時代の部分の執筆者でも

あった大学教科書くVIcTOpHHCCCP> T. [ (1939)やその著書くはBaHfp03HbI詰〉

(1942)めで，く妥協〉説に立ってイヴァンの改革期を説明した7)次いで彼は 1949年

くく日36paHHa兄pa.na>I1BaHa fp03HOrO> なる論文8)を発表し，く只36paHHa冗 pa江a>

の成員の社会的構成，その政策の特徴，その解体の原菌を検討して， この機関が妥協的

性格のものであって，これがその政策にも反映したことを主張した. この論文はく妥

協〉設を実証的に基礎づげたすく¥iltニ研究と Lて学界で高く評揺された.

5axpywHHのこの研究が発表された後学界i二;ヱ， これによって確立された(とみなさ

れた)く妥協〉説を前提とする，また辻これを語強する特殊研究が次々に発表された ¥i)

。CM.11.託.CMHpHOB， OqepKH nOJIHTH可eCKOUMCTOpHH pyccKoro rocy江apCTBa30・50x 
roえOBX¥τBeKa， 1958， CTp. 139・42;C. B. 5axpYUIMH， HayqHbIe Tpy)lbI， T. n， 1954， CTp. 331 
2) cf. M. N. Pokrovsky， History of Russia from the Earliest Times to the Rise of Commer-
cial Capitalism， N. Y.， 1931， p. 132; Black， op. cit.‘ pp.230・31;日.CMHpHOB， YKa3. COq.， CTp. 
142・45;By，nOBHHU， YKa3. CT.， CTp. 331圃37
お なお A.E. OpecHHHOBも， C.φ. OJIaTOHOB， YIBaH rp03H組員(1923)へり書評においてでは
あったが，く妥協>読に近い立場をとった. (CM. 11. CMHpHOB， YKa3. CO可.， CTp. 143・4)
4) 剖えば MaJIa兄COBeTCKa兄3日立HKλone，nH5I， H3，n. 2-oe， T. 4， 1936， CTp. 642のく1136paH-

Ha毘 pa江a>の項目もく妥協〉説をとっている.
5) 但し，この場合， PmKKoBのくえBOp冗HCKa兄peBOλ路江沼冗>やf10KpOBCK民放のく商業資本主

義>といった範轄の排誌に伴なってく去詰〉品の内容にもしかるべき移正が加えちれていったことはい
うまでもない.
が これは， 1945年に増障されたものが，後に C.B. BaxpyUIMH， HayqHble Tpy，nbI， T. n， 1954 
に収められた.

7) YICTOplI兄 CCCP，T. 1， 1939， CTp. 356・57;5axpYllIHH， HayQHbleτpy，nbI， n ，CTp. 267・74
8) くYICTOp.3anHcKII>， No. 15， 1954所収.この論文も「著作集」第2巻に収められている.
の この種のものには，筆者がこれまで、に見たものだけでも，以下で関説する A.A. 3lIMHHと B.
A. PO~taHOB のそれぞれ若干の論文の抱に，次のようなものがある. (但し，等しくく妥協>説をとる
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鳥山成人

概説的な著書にもこの説は採用され，例えば C.B. IOllIKOBの法制史では， rくI136paH-
H釘 pa)J.a>は， 60冗pCTBO と)J.BOpHHCTBOの間の妥協に基く政策を遂行したj とされ，13

1955年に出たくOqepKHHCTO戸沼 CCCP.口epHO)J.中eO)J.aJIH3Ma，KOHOel.( X V B.-HaqaJIO X 
v n B.>では 16世紀 50年代の内政を取扱った節がく口paBHTeJIbCTBOくKOMnpOMHC
ca> H pe4>opMbI 50・XrO)J.OB X VI B.> と題された.この間 1950年に EaxpyUIHHは残
したが， その前後 1949年 11月から 1951年 3丹にかけて行なわれた時代区分論争につ

いてみても，封建時代関係の論争を概括してしめくくった論文くOne戸 O)J.H3aI.(HHHCTO-

pHH POCCHH 3nOXH争eO)J.aJIH3Ma>幻で瓦.B. 4e伊豆HHHはく妥協〉説の上に立ってい

た 3)環在恐らくモスクワ時代関係随ーの史料通たるこの 4epenHHHは，伎が編集して

1956年に出版された一史料集の序文で、もこの説を支持した4，)

ところでこの 1956年の 5月には 20回党大会の個人崇拝批判に影響されて前記のよう

にイヴィン 4世の評鏑について問題が提起され， その際 EaxpyuIHHの著書・論文， 特

に前掲のく日BaHrp03H副首〉は， イヴアンの非科学的な英雄視の一つの見本としてする

どく批判された.しかしこの時にもく妥協〉説辻問題とされず，批判者の一人出eBJIHKOB

のごときもこの説をとっていた.日そしてこの論争のあとに出たくソ同盟史〉の新しい

大学教科書のの関琵部分でも， 6axpyllIHHの教科書にみられたようなイヴァン 4世の英推

視辻姿を消したが，読めく妥協〉説は大体におし、て踏襲された7)この教科書でも，前

記の 1955年のくOqepKH>でも， イヴァン 4t常時代の主要な部分の執筆者は A.A. 3H・

MHHであるが，授は Eaxpy出聞の後継者として現在最も注目される中堅研究者である 8)

以上，くYb6paHHa51pa)J.a>の構或と政築を妥協的性格のものとする立場が， ソヴェト

学者の間にも具体的な陪題について法多少の 時iこはかなりの一意見の相違はある)
C. O. lllMH瓦T，npaBHTeJIbCTBeHHa冗瓦e匁TeJIbHOCTbA.φ.A江arneBa，くyqeHble 3anHCKH M. 
r. Y.>， BbIn. 167， 1954 
B. 11. ByraHoB，くrocyJJ.apeB pa3pHJJ.> 1556 r. H pe中OpM説 50・XrOJJ.OB X vl B.，く日CTOpH兄
CCCP>， 1957， No. 5 
A. A. 3HMHH， 11. C. nepecBeToB H ero cOBpeMeHHHKH， 1958 
C. O. lllMHえれ Co6opblcepeJJ.HHbI X ¥τBeKa， くI1cTopH兄 CCCP>，1960， No. 4 
1) C. B. 10凶 KOB，I1cTopH冗 rocyJJ.apcTBa H npaBa CCCP，可.1， H3ん 3・oe，1950， CTp. 245 
2) くBonpocbIHCTOpHH>， 1号50，No. 2 所~x. なおこの論文辻刀. B. 4epenHHHとB.T. na・
rnyToの共同執筆の形になっているが，モスクワ時代の部分はその専門からみて前者の手になったと考
えられる.
3) Cf. Zur Periodisierung des Feudalismus und Kapitalismus in der geschichtlichen Ent-
wicklung der NdSSRラ 1952，S. 448， 458 

4) 口aM兄THHKHpyccKoro IIpaBa， BblII. 4， 1956， CTp. 27 
ラ) B. H.llleBJIHKoB， YKa3. CT..くBonpocbIHCTOpHH>， 1956， No. 9， CTp. 73 
6) I1CTOpH冗 CCCP，T. 1， 1956.この本の CTp.853 fこは，Uy6宇OBCK日負， npOTHB HJJ.eaJIH3aUHH 
)leHTeJIbHOCTH日BaHaIVが参考文献のーっとしてあげられている.
7) CM. I1CTOpl惚 CCCP，T. 1 (1956)， CTp. 235-40 
8) この意味で， A. M. CHHHUblH， 0 pa60Te I1HcTHTyTa HCTOpHH AH CCCP B 1958 rO江y，
くBonpocbIHCTOpHH>， 1959， No. 5， CTp. 199で逗干Ijを予告されている彼の著書くPe中OpMbII1BaHa 
rp03Horo>において， A. A. 3HMHHがく妥協〉説を如何に具体化〈補強・移正〉しているかは，大いに関
心のもたれるところである.すでに彼は例えばくKHCTOpHH BoeHHblX pe争OpM50・xroえOBXVl B.> 
〈くI1cTop.3anHCKH>， No. 55， 1956)の中でモスクワ近傍での nOMeCTbe賜与による目先年のいわ
ゆるく詰36pa

20 



イヴァン回世の改革の性格

史学界で支配的なものであることを述べてきた1)しかしこの立場が，過去においても

現在においても学界で批判者をもたない唯一のものであるわけではない.わJLわれは少
なくとも三人の有力な専門家をその批判者としてあげることができる.一人は 1952年

に残した C.6. BeCeJIOBCKH註であり 2)もう一人は 11.11. CMHpHOBである.前者は，

ソヴェト史学界で活濯しながら，この学界の全較的な方向，すなわち歴史現象へのマル

クス主義的アプローチとも， いわゆるソヴェト愛国主義 COBeTCK尚 rraTpHOTH3M とも

iまとんどまったく無縁な歴史家，革命前のロシア史学の伝統をそのまま継承したという

ことのできる古い型の歴史家であった.めしたがってく妥協〉説といった多分にマルグ

ス主義的な発想に基く考え方に対しても，千震は元来あまり関心をもたず， この説に対す

る彼の批判は，それ自惨としてではなく，く立epBbI詰orrbITrrpeo6pa3oBaHl硯 ueHTpa.-lb-

HO詰BJIaCTHrrpH I1BaHe ip03HOM>りなどの実証的研究を通じて間接に一ーしかし極め

てするどく一一一行なわれた.彼がもっとも力を注いだそスクワ・ロシアの土地制度研究

の集大成ともいうべきその主著 くφeo.a.aJIbHOe 3eMJIeBJIa.a.eHHe B ceBepo・BOCTO明。註

PYCH>， T. I (1947)5)も，く妥協〉説に対する多くの批判点を含んでいた 6)

これに対して 11.11. CMHpHOB はこの BeCeJIOBCKH詰の著書に対する書評くCrr03HUHH 

6yp)Kya3Ho詰HCTopHorpa中日目〉で，その欠陥〈と設が考えたも〉のをブ‘ノレジョア史学の

影響としていることりからも明かなように，マルグス主義の歴史家， しかも典型的なソ

1) なお 50JIb出 a完 COBeTCKa匁3HUUK刀one.a.H匁， U3.n. 2・oe，T. 17， 1952， CTp. 362-63のく託36paH・
Ha完 pa瓦a>の項目もく妥詩〉説をとっている.

2) CM. AKa.neMuK C. 5. BeCeJIOBCK紅白(1876-1952)， く113B.AH  CCCP. Cepu先日CTOpUU日
中UJIOCO中UH>，1952， T. 9. No. 1 
3) C. B. oaxpyllIuHは，く106uJIe長HbI鼠 c60予HUKAH  CCCP， nOCB匁r.ueHHbI註 30・JIeTHIOBeJIH-

KO員OKT兄6手bCKO詰COUUaJIUCTUqeCKO註peBOJI路江HU>，q. 2， 1947にのったくl1BaHfp03HbI詰BCBe-

Te HOBe詰llIUXHCCJIe江OBaHUH>の中で， BeCeJIOBCKU訟の論文くY可pe淑江eHHeOnpHqHOrOぇBopa

l1Baua fp03Horo B 1565 r. U OTMeHa ero B 1572 r.> (くBonpOCbIHCTOpUU>， 1946， No.むに
ついて，この「論文は孤立している」といっているが(EaxpYllIHH，Hay'lHble Tp江bI，II， CTp. 360)，こ

の論文に限らず， BeCeJIOBCKH誌の罰究活動全体がその晩年にはソヴェト史学界で孤立していた.ただ

し彼の実証の成果は現在でもよく利罰されている.

4) くl1CTOp.3anucKu>， No. 15， 1945 所~又.
5) 本書は可aCTb 1 (4acTHoe 3eM.TJeBJIa.ll.eHHe) と弓aCTbII (3eMJIeBJIa瓦eHlieMHTpOnOJIU-
qberO .noMa)からなり， T. IIに 4aCTbIII (MoHacτpblCKoe 3eMJIeB.1Ia.ll.eHue) と 4aCTbIV 
くK予eCTbJI兄HCKoe3.)が収められるはずであったが CCM.T. 1. CTp. 16)，これは出寂されなかった.
6) BeCeJIOBCKHHの立場は，モスクワ・ロシアの全体集におし、ても， またその多くの基本的問題に

おし、ても，ソヴェト史学の大勢と相容れないものであった.後は，モスクワ・ロシアの経済をソヴェト

史学界で一般に考えられているよりはるかに累始的なものと理解し，その社会部度・政治組織などにも

くpO.ll.OBa兄 CBH3b>，くy.neJIbHa匁 CUCTeMa>の存続を認めた. したがってく妥協〉説に対しては伎
は，大さcつばにし、えば，以下にみる 11.11. CMUpHOB←彼はラ0年代の政指と政誌の瓦BopHHe的性格

を主張しているーと辻逆の方向からの批判者であったということになる.なお彼の非マルクス主義的な

歴史理解は，援がこの著書の CTp.50・55その他で.60兄pCTBOの弱化を BOT朝日aの分割程続・細分

化から説明している点などに端的に現われていた.

7) この書評は，くBonpOCbIHCTOpHH>. 1948， No. 10にのった.なおこの批判の調子はちょうど
このころ党む指導者 A.A. )K.naHoBによって，展開されていたくブルジョア的コスモポリタニズム〉
清算の運動と関連があるように思われる BeCeJIOBCKU員の著書の第二巻が出版されなかったことも恐

らく同様の事告によるものであろう.
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ヴェト歴史学者であって1)戦時中にはそのく日BaHfp03治改> (1944)で Eaxpy国間

関誌イヴァン 4世をく人民の英雄>視し， このため後に EaxpyuuIHとともに批判され

た.しかし 1550年代の政府とそれが実施した政策の性格については，このくI1BaHfp03・

HbI註〉においてすでに伎は EaxpyuIIIH と見解を異にしていた LeoYaresh はこの著

書について「特に注昌すべきは 50年代の改革に関する章であって，設はこの改革を the

feudal nobility (60兄pe)の利益に対する thecourt-noble landowner く，lI.BO戸He) のそ

れの勝利の結果とみており，それゆえ，それが暗殺的妥協を表現していたということを

否定している」と記しているが 2)事実 11.CMHpHOBはこの著書で. 40年代末に「瓦BO・

pHHCTBO と nOca，lI.vこ故拠する新な，反 60兄pe的な党派への権力の移行j が行なわれ

たとし. 50年代の改革を 60匁pe と KH5DKaTaVこ対して，lI.BOpSme-nOMe出日間の利益の

ために行なわれたものと説明していたので、あった.の

しかしこのくI1BaHf p03HbI詰〉は元来が啓蒙書であって， 50年代の改革に対する彼の

理解いそこでは実証的な裏づけをほとんど与えられていなかった.彼が専門的な研究

論文で自己の見解を具体的に展開したのは，主にこの後のことである 4)そして 1958

年になって彼はこの関係の自己の研究を集或した OqepKHnO~HTHqeCKO註 HCTOpHH pyc-

CKoro rocy，lI.apCTBa 30・50xrO，lI.OB X VlBeKaを世に問うた.この著書は付録4編を除い
て 20 章からなり，それが第 1 部く30~40 年代の貴族 60冗pe 政治入第 2 部 (50 年代の

政府とその活動の性搭入第3部 (50年代の諸改革〉にまとめられているが， それぞれ

の章は独立の論文としても取扱うことのできるものであり，めこの著書全体を通じてイ

ヴアン 4世初政期の政飛と致策に対する， く妥協〉説とは違った 11.CMHpHOBの理解

が多面的かつ具体的に展開されている.したがって本書は. Bece~oBcKI磁の著書とはま

た違った意味で，将来研究史の上に残るべき貴重な文献であり，わが菌の学界にも紹介

されてしかるべきもののように思われる 6)

。CM.50・JIeTHe11. 11. CMHpHoBa，く日CTOpH完 CCCP>，1959， No. 4， CTp. 228 
2) Black， op cit.， p. 236 

3) CM. E. A. POMaHoB， K Bonpocy 0 3eMeJIbHO義nOJIHTHKe狂36paHHO註pa，llbI，く民CTO予・ 3anH・
CKH>， No. 38， 1951， CTp. 252・53

4) もっともこれ以蔀にも彼は， 1939年くYqeHble3anHCK目立eHHHrp.YH-Ta>， No. 48に発表さ
れたくK Bonpocy 0 Mepax B MOCKOBCKOM rocy，llapCTBe X VI BeKa>ー彼の著書 O可epKHnOJIHTH-
'lJ:eCKO設 HCTOpHHpyccKoro rocyぇapCTBa30・50xroぇOBXVI BeKa (1958)の第20章くY問中孤島

UHH Mep>は， この論文の再録と患われるが， これは， 16tlt紀のロシアにおける量呂の全国的統ーの
実現を主張して，中央集権の強化が従来考えられていた以上に進んで、いたことを示唆したもりであるー
などで50年代の改革についてく妥協〉説とは違った理解を示していた.

5) 事実，それらのなかには筆者邑身が，かつて独立の論文として発表されたもりであることを註記
しているものがあり，また筆者のことわっていないものでも，発表済の論文の再録であることの確認な
いし推定できるものがある.しかし，最初に発表された時期りわからない章も少なくなく，その上，こ
の著書で始めて発表された部分もある可能性がある.それから再録されたものについて，再録の際に新
らたに手が加えられたかどうかも，大部分の章についてはわからない.こうした点は，著者の学説を発
展的にとらえようとする者にとってすこぶる不便なことであるがやむを得ない.
6) ソヴェト史学界におけるこの書物の評錨は恐らくくBonpOCbIHCTOpHH>. 1960， No. 1 tこのった
B. E. Ko6pHHの書評とく日CTOpHHCCCP>， 1960， No. 4のB.11. EyraHoBのそれに代表されてい
る.二つの書評はともに 11.CMHpHOBの研究の重要性を認めながらも，C. EaxpyIIIHH以来のく妥協>
説の立場に立って CMHpHOBの主張をほとんど全面的に批判している. くTheSlavonic and East 
European Review>， VoL 38， No.91 (June 1960)のN.Andreyevの書評の方が著者に対してより
好意的である.
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しかしこの比 CMH戸 OBの著書全捧を紹介・検討することは本稿の目的とするところ

ではない.以下本稿では，本書で扱われている問題のうちもっとも重要と思われるもの

を一つだけ取上げ，これに関するは.CMHpHOBの見解をく妥協〉説の立場からのものと

刃比しつつ紹介・検討するに止める. すなわち， 表題にかかげたように，焦点を 1550

年の Cy}l.eOHHK85条の解釈の問題にしぼって，これをめぐる孔 CMHpHOBとく妥協〉

説の論争を紹介し，それによって両訴の内容を，史料解釈という歴史学の基礎作業の分

野におし、て具体的に検討することが本稿の主な目的である.

豆

1550年の Cy}l.eOHl1Kの編集がイヴァン 4世の改革事業中最も重要なものの一つであ

ることはよく知られているところであり， 従ってこれに関する研究文献も吉くからかな

り多数出ている1)

しかしそれらのなかでもこの法典を全面的に取扱ったものとなると，その数は意外に

少なく， 革命前には 19世紀70年代に出f二 M.中.BJIa}l.HMHpCKH長・6y}l.aHOBのもののが

止とんど唯一のものであり，革命後も本格的な研究書は永い間現われなかった.ソヴェ

ト史学界でこの法典の本格的な研究が行なわれるようになったのは，第二次大戦後のこ

とであり，そしてその先鞭をつげたのは， 抱ならぬ 11.CMHpHOBが 1947年に発表した

論文くCy}l.eOHHK1550 r.>のであった 4)

この 11.C~mpHoB の論考江， かなり長いものであったが， 論点を し COCTaBJIeHHe 

Cy}l.eOHHKa， 2. BorrpocbI yrrpaB~1eHlI冗 B Cy}l.eoHHKe， 3. BorrpocbI rpa米兵aHCKororrpaBa 

B Cy}l.eOHHKe， 4. 3aKOH)1.aTe.JlbHbI註 rrpoueccの4点 (4章〉に整理Lてあってき かつ

ての BJIa)1.HMHpCK凶 -fiy，J.aHOBの研究のよう i二 CYlleo問 K全条の逐条的註釈を呂的とし

たものではなしその限りでは CYlleOHlIKの全面的な研究とはいうことのできなL、もの

であった. しかLこの 4つの論点全誌を通じて 11.CMHpHOB (i， 終始綿密詳細な史料

(条文〉解釈をもとに CY.2I.eOHHK全体のまを流れている立法者の政治的志向を論理的

かつ執持に追跡して芯:)， こ乃:吉;味でこの研究;ヱ正に1雨期的なものであった. Lかも，

このよ尋会 11.CMHpHOBが Cy}l.eOHHK全体から立法:告の基本的な志向として読取ったも

のは，中央集権の推進とそのたゐの OO兄pe努力の排除および}l.BOpHHe-rrm.reIll.HKHの抹

護・吉成という一貫した意図で、あったがら， この論文は， 1皮がすでに 3年誌のくI1BaH

fp03HbIi1>で明かにLていた， 50年代の改革にXJ-tるく妥協〉品とは違った自らの話題

に，一つの， しかも極めて主要な実証的基礎づけを与えたものでもあった.

しかし，第二次大戦後のソグェト史学界におけるこの法典の研究は. 11. CMHpHOBの

。研究文献の主なものについては，I1aM兄THHKHpyccKoro npaBa nepHOJla yKpenJleHH兄 pyccKoro
ueHTpaJIH30BaHHoro rocy.ll.apCTBa. X V -X v] BB.， Bbm. 4， 1956， CTp. 348・50を見よ.

2) M.φ. BJla江HMHpCKHふ5Y.ll.aHOB，XpecTOMaTH5I no HCTOpHH pyccKoro npaBa， BbIll. 2 (pa3. 
H3江.)

おく日CTOp.3anHcKH>， T. 24， Cτp. 267-352 

4) CM. 5. A. POMaHoB， CY.ll.e6HHK I1BaHa ['p03Horo(no nOBO.ll.y HCCJle.ll.OBaHH冗 11.11. CMHp-
HOBa)，く封CTOp.3anHcKH>. T. 29， 1949， CTp. 200・35
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この研究によって先鞭をつけられながらも，大勢としてはく妥協〉説の線にそって進め

られた.この点でもっとも重要な業績を残したのは最近物故した o.A. POMaHoB (1889 
"-'1957)であった.彼は 50年に近いその研究生活を通じていわゆる江沢BH5UIPyCbと

ロシア帝国主義の二つの異った研究領域で、ともに注目すべき業績を発表し続けた有能な

研究者であるが，。前者の分野では晩年の伎の主な研究対象は 1550年の Cy):(e6HIIKで

あった 2)彼はまず 1949年くCy):(e6HHKHBaHa rp03Horo>のを公にしたが， この論文

はその副題く口orrOBO瓦yHCCJIe瓦OBaH悶 H.H. CMHpHoBa>からもわかるように，この

2年前に出TこH.CMHpHOBの研究に対する疑問を関捺してこれを批判したものであった.

次いで彼は 1951年くKBorrpocy 0 3eMeJIbHO註 rrOJIHTHKeH36paHHo註 pa):(bI (CTp. 85 

Cyぇe6HHKa1550 r.>心を発表したが，これは前の論文でもとりあげた Cy):(e6HHK85条

の解釈について H.CMHpHOBの説をさらに詳しく批判したものであった. 1952年科学

アカデミーの霊史研究所は o.瓦.rpeKoBの監移で大冊くCy):(e6HHKHX V -X VI BeK-
OB> を出寂したが，このうち 1550年の Cy):(e6HHKの註釈は POM3HOBが担当した.こ

れはく妥協〉読に立つ POMaHOBの解釈が学界で支持を得たことを意味した.のこの後

にも POMaHOBは Cy):(e6HHKの一部の条項に関連してくorrOJIHOM XOJIorre H CeJIbCKOM 
none B Cy):(e6HHKe 1550 r.>めなる特殊研究を発表した. さらに 1955年の彼の論文

くKBonpocy 0 15・py6JIeMMaKcHMyMe B CJIy来日JIbIXKa6aJIax X \~ B.>η もCy):(e6HHK

78条の解釈に関するもので怠った.そしてこの場合にも授の解釈は， G. Stoklの指携

しているようにの「くH36paHHa気予a):(a>の時代にとって特設的な dieBefriedungs-und 

Kompromisspolitikの枠によく適合するj ものであった.

POMaHOBのこれらの研究の他， J1. B. 4epenHlIH と A.A. 3HMHHの若干の著書・論

文9)も， H. CMHpHOBの Cy):(e6HHK解釈に対する批判点を含んでいた.それから， 1956

年に出たくOaM兄THHKHpyccKoro rr予aBa>，BbII1. 4でくCy):(e6HHK1550 r.> の部分を担

当した A.r. OOJI5IK も-序論 BBe):(emIeでは， I日.H. CMHpHOBとo.A. POMaHoB 
の間で， 1550年の Cy):(e6HHKが丘BOp5IHCTBOの要求を表現する文書であるかく九 CMHP-

HOB) ，それともその諸規定が領主搭級全体の期待と希望を反映しているかく o.POMa-

。CM.C. H. BaJIK. TBOpqeCKH訪日yTbo. A. POMaHoBa，く日CTOp.3anHCKH>. No. 62， 1958 
2) 後者の分野で誌，晩年tこPOMaHOBはくQqepKHJlHnJIOMaTHqeCKO益HCTOpHHpyCCKO・悶OHCKO註
BO長HbI.1895・1907>.1947 (珂3ぇ.2・oe.HCnpaBJIeHHOe HぇOnOJIHeHHOe，1955)を公けにしている.な
お被のくPOCCH兄 BMaHbq)KypHH (1892-1906)>， 1928 は 11蕎湖、'i~こおける露国の利権外交史J (昭和9

年)と題して邦訳されている.
3) くHCTOp.3anHcKH>， No. 29， CTp. 200-35 
4) くHCTOp.3anHcKH>， No. 38， CTp. 252-69 
め これは，く妥協>説がソヴェト史学界で定説化しているという，前聞での筆者の観察の一つの傍
証にもなる事実である.
6) C60pHHKくAKa瓦eMHKyO.瓦.rpeKoBy KO瓦HIO70・JIeTH完>， 1952， CTp. 140・45
7) くI1cTop.3anHKH>， No. 52， CTp. 325-35 
8) Gunther Stokl， Von der Entstehung des Kiever Staates bis zum Ende de.c Wirren (Zeit-
schriftschau) ，くJahrbucherfur Geschichte Osteuropas>， Bd. N， No. 2 (1956)， S. 214・1ラ

9) 瓦.B. 4epenHHH， PyccKHe中eo瓦a，，'lbHbleapxHBbI X N -X V BeKOB，可.1・2，1948-51; A. A. 
3HMHH， Q CJIOiKeHHH npHKa3Ho註CHCTeMbIHa PYCH，く江OKλ.H co06出・ HHcTHTyTaHCTOpHH>， 
BbIn. 3. 1954; Ero iKe， K HCTOpHH BoeHHblX pe中OpM50・Xro瓦OBX¥ヨB.，くHCTOp.3anHcKH>. 
No. 55， 1956 
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日OB)， という点で論争が行なわれている. これら心係争問題は文献ではなお最終的な

解決を克出さなかった.jりとしながら-ーその解説 日CTopHKo-npaBOBO註 0630pでは，

問題のある多くの条項を大体において POMaHOBによって説明しく妥協〉説的な解釈

を下した.このような事情のため孔 CM印 HOBは， 1958年その著書に上記のくCy瓦e6・

HHK 1550 r.>を収めるに当っておこの論文に多少子を加え， 本文および註で彼に対す

る批判者達の諸論点にふれて反批判を試み，自説を擁護した 3)

ところでこのような論争の対象になった 1550年の Cy，ll.e6HHK全体のなかで，問題の

85条ほどのような比重を占めるものであろうか. 85条はそれ自件重要なものであるば

かりでなく，その解釈一一一特にこの条項における立法者の意、国の発見一一ーがまたすこぶ

るむずかしい条項である.この条項が重要なものであることは，比較的新Lい文献だげ

についてみても， 例えば 1955年のく04epKH HCTOpHH CCCP. DepHO，Zl $eO，Zl釘H3Ma，

KOHeu X V B.・Ha4aJIO X vn B.> のうち 1550年の Cy，lle6m冠王を扱った訴分で， それと
明示して本文のなかで取上げられている唯一の条項がこのあ条であること心や， IOwKoB 

やL.Schultzの法制史模説書5)で，またくソヴェト大百科〉のくCy，lle6HHK1550 r.> 

の項目めでこの 85条が最上げられていることからも明かである. くDaMHTHHKH pyc-

CKoro npaBa>， BblTI. 4でも口OJIHKOBの前記の浮諭の他，五.B. 4epenHHHの序文 npe-

，lI.HCJIOBHe で， 85条は重要な条項のーっとして言及されている 7)また C.H. BaJIKは
POMaHOB による 1550年の Cy，Zle6HHK研究の重要性を述べた際に次のようにいっている.

「一向として o.A.が注意をむけた一つの問題，すなわち土地所有とー…-土地のため
の爵争の歴史にかかわる問題をとりあげよう、 この問題に関連する Cy灰白日K85条は

長い条項であって，沢山の条件と留保を持なう実に多くの境範を含んでいる.その術語

TepMHHOJIOrH兄は不明瞭で多くの点で不明確である.o. A.がこの条項全体をく極めて
ー較的，抽象的>，く淡色で詰号めいた〉とよんだのももっともなことであった.J8) 

この BaJIKの言葉は 85条の重要性とともにその解釈の困難性を指掃しているが， 事

実この条項で、使われている持に不明瞭な術語については， 後にみるように， すでに 19

世紀に学界でその解釈について意見の社立がみられた.そしてこのお条に関するは.

C~mpHOB と POMaHOB の論争い一面ではこの指語の解釈をめぐるものである.しかし

彼らの議争の根去に;主， この法典があまれたイグァン 4世初致Wiの全体像における両者

の桔違がひそんでいる. この史料解釈とそれを支えるこの時代の全体設との密接な関連

1)立aM冗THHKHpyccKoro rrpaBa， Bblrr. 4， CTp. 230 
2) 11. 11. CMHpHOB， OqepKH rrOJIHTH可eCKO蕗 HCTOpHHpyccKoro rocY.llapCTBa 30-50・xrO.llOB 
X ¥11 BeKa， CTp. 309・398 CT JIaBa rrSlTHa.ll.uaTa完.CY.ll.e6HHK 1550 r.) 
わ なお TaMme， cTp.309の註によると， 11. C~1HpHOB はこの反批判をさらに具体化するため特別
の著作を考意中のようである.
4) OqepKH HCTOpHH CCCP. nepHO.ll.φeO.ll.aJIH3Ma， KOHeu X V B.・Ha可aλoX¥宜 B.>， CTp. 340. 
この部分の執筆者は A.H. Ma.lIbueBである.

5) C. B. 10出 KOB.I1CTOpH克 rOCY.ll.apCTBaH rrpaBa CCCP，可. 1， H3.ll.. 3・oe，1950， CTp. 285・6;
L. Schultz， Russische Rechtsgeschichte， 1951， S. 137 

6) 50JIb出 a匁 COBeTCKa兄 3HUHKJIOrre瓦日九日3.ll.2・oe，T. 41. 1956， CTp. 213・15
7) naM兄THHKHpyccKoro rrpaBa， BbIrr. 4， CTp. 26 
8) C. H. BaJIK， YKa3. CT吋 CTp.279 
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は，この二人の学者の論争の検討に当って見失われてはならなL、点である.

しかしこれは何もこの二人の学者に限ったことではない.く妥協〉説の確立者たる他

ならぬ C.B. oaxpywHHがすでに. POMaHOBや 11.CMHpHOBの研究の出る以前. 1945 

年のくくお3opaHHa兄pa.l{a>I1BaHa rp03HOrO>でこの 85条を一一一彼岳身はこれについ

て特別の研究をしたわけで、はないが一一一く妥協〉説の線にそって理解していた.。ただ

し彼の理解は後の POMaHOBのものとはやや違っていた.同じく C.B.JOWKOB も，く妥

協〉説の枠内においてではあったが， 役独自の， そしてかなり綬昧な解釈をとってい

た 2)これは oaxpyIIIHH同様 JOWKOBが， 1550年の Cy.l{eOHHKについては専門的な

研究を行なわなかったこととも関連すると思われる 3)POMaHOBの研究が出てからは，

〈妥協〉設の立場からのこの条項の解釈は， POMaHOBのそれの線にほぼ統ーされた 4)

そしてく妥協〉説が学界の大勢を支配していた以上， く妥協〉説に批判的な 11.CMHP-

HOBの解釈は当然学界で市民権を獲得できず，この点は現在でも変っていないように思

われる.ぬ筆者の知る限りでは， 1957年に出た一教授用参考書における A.11. Korr節句

のこの条項の説明がただ一つ例外的に 11.CMHpHOBの解釈をとっているのが，これもこ

の参考書が当のI1.CM沼pHOBの編集にかかわるものであることを知れば，むしろ当然の

ことと思われる.

ただこうしたなかにあって一つ注目されるのは九B.4eperrHHHの見解である.彼は

50年代の改革全体の評価においては前記のようにく妥協〉説にしたがっているのである

が， この重要な条項については POMaHOBとはかなりニュアンスの違った， 部分的に

は 11.CMHpHOBに近い特徴づけを行っている7)彼も 1550年の Cy瓦eOHHKについては

少なくとも現在までのところ専門的な研究を発表していないので，のその特徴づげの具

体的な論拠を知ることは残念ながらできないが，彼の理解には，前掲の C.O. BeCeJIOB-

CKH誌の著書におけるこの問題の取扱し、のが影響を与えていると思われる一面がある.

なお BeCeJIOBCKH誌の叙述はこの問題の歴史的背景を知る上に重要なもので， 以下の論

1) C. B. oaxpynum， HayqHbIe Tpy江hI，II， CTp. 350・51

2) IO回 KOB，YKa3. COq吋 CT手.285-86 
3) 1497 年の Cy瓦e6HHK については，彼には，くCy~e6HHK 1497 ro江a> くくYqeHbIe 3anHCKH 
CapaTOBCKoro r. Y.>， T. V， BhIn. 3， 1926)なる専門研究がある.

4) CM.O可epKHHCTOp沼HCCCP. nepHo~ 争eo江aJIH3Ma ， KOHeu X VB.-HaqaJIO X vn B.， 1955， CTp. 
340; OOJIhllIa兄 COBeTCKa兄 9HUHKJIOne~H兄， H3~・ 2四oe ， T. 41， 1956， CTp. 214; naM匁THHKHpyccKor 
onpaBa， BbIn. 4， 1956， CTp. 328・32

5) 11. CMHpHOBの著書に対する学界の一般的評揺を代表していると考えられる蔀記の書評でB.O. 
KOOpHHは， r最大の異論を惹き起こすのは 11.11. CMHpHOBによる Cy瓦e6HHK85条の解釈とこの問
題に関する彼の O.A. POMaHoBとの論争である.J と記している. (くBonpOChIHCTOpHH>. 1960， 
No. 1， CTp. 157) 
6) 0可epKHHCTOpHH CCCP. KOHeu X V・Ha可aJIOXV宣BB.，1957， CTp. 85.なお KonaHeBは 1550
年の Cy~eôHHK 全体の理解においても， 11. CMHpHOB fこ従っている. (TaM iKe， CTp. 121・23)
7) 口aM兄THHKHpyccKoro npaBa， BbIn. 4， npe~HCJIOBHe ， CT予.26

8) 1497年の CyぇeOHHKの研究については彼は現在第一人者で忘る.疲はその著書くPyccKHe争eo・
~aJIhHbIe apxHBhI>，可.2，1951 の最後の章をこの CyぇeÔHHK の研究にあて，くCy~eôHHK沼 XV-XVI

BeKOB>， 1952でこの法典の註釈を担当し，くnaM兄THHKHpyccKoro叩aBa>，B日n.3， 1955でその現
代語訳を試みている.
9) BeCeJIOBCKH益， Y Ka3. COq.， CTp. 20 H CJI 
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述の間にも何回か論及されるはずである.

E 

さて問題の Cy)l.e6HHK85条の全文は次のとおりである.。

CT. 85. A 0 BOTqHHaX cy)l.・

~ 1. KTO BOT可UHynpo瓦aCT，U 瓦.eTeMero H BHyqaTOM瓦oToe BOTqUHbI )l.eJIa HeT， U 

He BbIKynuTu eeUM; a 6paTb兄 6y)l.yT，日五H nJIeM完HHUKH，B Tex Kyn可HX，B nocJIycex， 

II HM， H UX )l.eTeM， H BHyqaTOM )1.0 Toe BOTqHHbIロo TOMy )1{瓦eJIaHeT. 

~ 2. A He 6y)l.eT 6paTbu B nocJIycex， f祝日 nJIeM兄HHIIKOB: H 6paTb兄 HJIU cecTpbI 

IIJIU nJIeM兎HHUKHTy BOTqUHY BbIKyn匁T.

き3. A CTaHeT TOT Kyneu. Ty BOT弔mynpO.lI，aBaTU， H TeM npO)l.aBu.oM Ty BOTqHHY Y 

HHX KynuTu nOJIl060BHO， KaK eMy TOT npo.lI，aBeu. Ty BOT可HHy n予O)l.aCT;a He nOJIIO・

60BHO eMy BOTqUHbI He BblKymiTH. 

~ 4. A Cy.lI，HTH 0 BOTqUHe 3a COpOK JIeT; .lI，aJIee copoKa JIeT BOT可況ヨeM)1.0 BOTqUHbI 

){eJIa HeT， H )1.0 KyrreJIb瓦.eJIaHeT; a KTO KynJIlo npO.lI，aCT， U 瓦eTeMU 6paTbe U nJIe-

M冗HHUKOMToe KynJIU He BbIKynuTu. 

~ 5. A KTO HarrUllIeT CBOIO Kyrr江沿.lI，eTeMCBOHM nOCJIe CBoero )l{HBOTa， HHO HM Ta 

B01唱 ma:TO HM )l.ep)l{aTU B BOT可UHY，H Bnepe)l. UM Ta BOTqHHa BblKynuTu， no TOMy 

lK yKa3y， 3a BOTqlmy. 

~ 6. A KTO BOTqHHY CBOIO BbIKynuT B Te ypo可HbIeCOpOK JIeT， H Ta eMy BOTqHHa 

){ep)l{aTH 3a C060IO， a HHOMy eMy Toe BOTqUHbl He npO)l.aTU， HU 3aJImKUTH B 可y)l{O員

PO)l.， a OT )l.aTU eMy Ta BOτ唱 maB CBO員予O瓦， no TOMy lK， Koro B npe)l{HUX Kyn弔 {X B 

noc.llycex HeT. 

~ 7. A KTO BbIKynHT BOTqHHY qy)l{UMU .lI，eHraMH UJIU 3a.710)l{HT U.71U npO)l.aCT， a 瓦0・

Be)l.eT Ha nero npO)l.aBeu.， qTO OH BbIKynUJI qylKUMH瓦eHraMUH 瓦eplKHTee He 3a co-

60ぉ U Ta BOTqUHa npelKHeMy npo瓦aBu.y 6e3瓦eHe)l{HO.

き8. A KTO nOXOqeT Brrepe)l. CBOIO BOT可UHY，MHMO BOTqUqeB， 3aJIO)l{UTU y CTOPOH-

Hero qeJIOBeKa: H TeM CTOpOHHHM JIIO.lI，eM， He BOTqUqeM， Te BOTqUHbI B 3aKJIa.lI， UMaTU 

B TOJIKe， qero Ta BOT可UHaCTOHT. A B03MeT KTO CTopoHHe註 qeJIOBeK，a He BOTqUq， 

BOTqUHY B 3aKJIa，ll. 60JIllIU Toe u.eHbI， qero Ta BOTqUHa CTOUT， H KTO BOTqUq yqHeT 

6HTU可eJIOM，qTO 3aKJIa)l.bIBaeT UJIU y)l{e 3aJIO)KH.lI B qy)l{o註 pO)l.:U TOMy BOTqUqy Ta 

BOTqUHa B 33KJIa，ll. B3兄TH，B Mepy， qTO Ta BOTqUHa CTOUT; a qTO TOT )l.eHer B3aHMbI 

瓦aJI.71沼田eK，60JIllIU Toe u.eHbI， qero Ta BOTqlma CTOUT， U Y Toro ，ll.eHrU npOrraJIH. 

を9.A KTO CBOIO BOTqUHY npoMεHUT He BOTqUqy， a rrpHMeT ，ll.eHer， H KTO BOTqUq 

じる1.-~9.の区分けは， 5. A. POMaHoB， K Bonpocy 0 3eMeJJhHO詰 nOJJHT釘Ke託36paHHO長 pa・
江hI，くI1CTOp.3anHcKH>， No. 38， CTp. 254の例によって，以下の説明の質宣のために付したもの，こ
の条項のテキスト・クリテ fークについては， Cy)J.e6HHKH X V -X"V1 BeKOB， CTp. 171・72と日aMH-

THHKH pyccKoro npasa， IV， CTp. 256・57の註を参照のこと.
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yqHeT Ty BOTqlmy BblKynaTH: H TOMy Ta BOTqHHa BbIKynHTH1 a 3eMJIH eMy OCTaBHTH 

B Mepy CTOJIKO， CKOJIKO OH CBOe詰 3eMJIHnpOMeHHJI. 

一読して明かなようにこの条項は BOTqHHHHKHのもっとも重要な権利の一つである氏

族成員による土地買戻しの権利口paBOpO瓦OBoroBbIKynaを扱ったもので島るが， 日.

CMHpHOB は 1947年の論文くCy，ne6HHK1550 r.> でこれを， この Cy瓦e6HHKの土地

問題関係の諸条項中もっとも重要なものとして取上げた.彼によるならば「この権利の

本質は，ある人が他の人に切符HHaを売った場合， 売った入の同族 PO，nHqHが売った

土地を買戻す権利を有したことにあった.Jそしてこの権利は f発生的には氏族舗の時

代と結ばれていて，氏族的土地所有制の遺制の一つで、あった」が，封建社会の私的土地

所有制の下では領主階設によってその階級的利益を守るために利用されるものとなるこ

とによってj本質的にその性格を変えた.J特に 16iit紀になって土地の動産化の過程が

進行して来ると，この権利は， rそれが土地の動産化の過程に逆らう可能註を与えるもの
であったがゆえに， BOTqHHHHKHの勢力が立脚する基礎の一つであることによってt BOT-

q踏まHoe3eMJleBJla，neHHeの運命にとって大きな意義をもった.JO 

16世紀における土地の動産ft.特に KHSI3bSIや 60勾e の BOTqHHbIの動産化は 11.
CMHpHOBが 85条の解釈に当って， その龍提として特に重視したところであるおが，こ

れは伎がそこに「支配階級の一部をなす新しい発展してゆく社会グループ， とりわけ

nOMe叫HKHの側からのますます強くなってゆく圧迫を受けていた BOTqHHHOe3eMJleBJla・

，neHHeの危機Jをみたからであった.彼によるならば rnOMeCTHoe 3eMJIeBJI組問問の
発達は絶えず新しい土地のストックを必要とした」が，そのような土地ストックの源泉

となったのはく教会領を別とすれば〉自由農民の注む斑pHbIe3eMJIHと俗入の部門HHbI

でるった.そして前者の nOMeCTbeへの転化は直接国家権力によって行なわれたが，後

1) Cyぇe6HsK1550 f. CTp. 318 

2)φeO.ll.aJIhHOe 3eMJIeBJIaぇeHseB ceBepo・BOCTOqHO益 PyCs，1， CTp. 18・36で.lI.peBHssPyCh 
の BbIKynpoぇOBblXBOTqsヨ一般を論じた C.B. BeCeJIOBcKs最も 16世紀における土地動産化に注
目していた.しかし H.CMspHOBが以下にみるように， 85条は買戻し権を制摂することによって土地

の移動を容易にしたと考えたのに対して， BeCeJIOBcKs誌は， この条項をもって土地の移動一般，特に

土地投機を競正する呂的をもつものと考えた.CMs戸OBが85条で土地買戻し権に加えられた諸説摂と
みなしたものを.BeCeJIOBcKs員はこの Cy江e6HsKにおける新らたな積麗的制隈とは考えず， それま

での部分的な立法や慣行の集約とみたので、島る.

なお，この85条が封BaHmの Cy瓦e6HsK(1497) v;こは該当条項をもたない新らしい条項の一つで
あることも.16世紀における土地動産化の進展とこの条項の関連を主張する場合の論拠となるであろう.
ただし，これが全く新らしい条項であるということは，問題の多い BacsJIl措置の Cy疋e6HsKないし

は1538・39年の Cy瓦e6HsKの存在について否定的な立場をとる場合にのみ断定的にいえることである
が，この問題について江現在のところ存在説 (C.B. JOlllKOB， HCTOpl-四 focy.ll.apcTBas npaBa CCCP， 
1， CTp. 163; B. J1，. rpeKoB， KpecTh踏まeHa Pycs， II (1954λCTp. 287-88; Ero滋e，CY.ll.e6HsKs 

x v -x VI BeKOB， npe.ll.HCJIOBse， CTp. 7)に対して，否定説くH.CMspHOB， QqepKs nOJIsTsqeCKO員
sCTOpss pyccKoro rocy瓦apCTBa30・50X rO.ll.OB X VI BeKa， CTp. 313・18;B. A. POMaHoB， CY.ll.e・
6HsK HBaHa fpo3Horo.くHCTOp.3anscKs>， No. 29， CTp. 202; Ero 滋e，Cy江e6HsKsX V -XVI 
BeKOB， CTp. 191 ; A. A. 3sMsH， naM完THsKspyccKoro npaBa， N， CTp. 556) が有力であり，筆者

もかつては存在説をとったが〈乎凡社，世界歴史事典. 24， p. 311)現在では否定説に額いていること
をこの機会にことわっておく
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者については ¥BOTqHHHOe3eMReBRa江eHHeVこ注こさきをむける一連の方策によって，

迂路をへて」目的が達成された. 16世紀のモスクワ致府の土地致策の中心課題は，この

ような方法~こよる nOMeCTHoe 3eMJIeBRa瓦eHHeの脊成にあったが， 1550年の Cy民 OHHK

はこのための初期の立法の一つで、あり， とりわけ ¥85条は同族による買戻し権を単に

立法的に整儲しているlまかりでなく，それを制捜している一ーしかも極めて本質的に制

限しているJ点で特に重要性をもってレた.。

ところでこの巽戻しの権利の:副長は西つの側面から行なわれた. I第一に CY.ll.eOHHK

は pO.ll.OBbleBOT1JHHbIの買戻し権が留保される関係吾の範茜を;長IJ[哀している.j くれ， 2)

CY.ll.eOHHK は BOT可HHaの売手とその直系卑族tこ対してこの権利を否認しは回a HeT)， 

この権利の行使を兄弟，甥などの傍系親族にのみ許してレる. しかし後者のうちでも，

売買契約の際に (BTex Kyn1JHx) 証人として(B nocRycex) 関係したものはき この権

利を失う.これは極めて重要な点である. BOT1JHHaの実子は，売手の傍系親族が証人と

して契約締結に参加することを求めて，将来買戻しを受ける可能性を排除することがで

き，抱方 IBOT1JHHaの土地の売却は常に必要に追られた行為であったJので， 売手は

この買手の要求をのまざるを得なかったからである 2)

第二の告1]1設は， 買更し権の行使有効期間を 40年にきめたことである〈奇心. かつて

M.<T. BRa.ll.HMHpCKH註・5Y.ll.HOBが指揖Lたように[より古い時代にはj この有効期間は

[恐らくやまったく決められていらなカるった」ねのである方、ら. 40年とL、う期限は「同

族の買戻し権の1tlll哀を志向した方策とλ られるべきである.j4) 

第三の ~Ijljl浪は Kyneえ冗(新に購入した土地)について買戻しが認められてレな L、こと

である(~ 4). KyrreR兄は相続されて BOTqHHa になった時に始めて買突し可能なもの

となる (~5) . CYlI.e6HHKが了KyneJIH を同扶による買戻し権の有効範習から除外しな

がら同時に，相続された Kyneλ況を pOlI，OBbleBOTOqHHbI と同等に扱っているjのは，

一見矛盾しているようであるが，そうではない. CylI，eOHHK は f二重の方法で，すなわ

ち，消極的に--Kyne却を同族による買戻 L権の範囲から除外することによって， そ

して槙極的に一一一同族による買戻し権を含む BOTqHHHKHの諸権利全体を桁な用む長に

認めることによってJ，r新な所有者への Kyrreλ日の確保jを考えていたのである 5)

第四の1iJ1JI設はJ形式上は同族による買戻し権を有した pOlI，IIqHv二対してすらこの権利

の行夜を困難にしたJ ような~Wl約が，実際の買戻しに際してつげられていることである.

この制約には二種類のものがあり，その一つは， Cy瓦e6HHKが IBOTqHHaの買戻し揺格

の規i誌を拒否して，売手に買戻L価格の問題における完全な喜由を与えてJいることで

あるく喜 3). 6)もう一つは‘ 了他人の貨幣による BOT1Jlmaの買戻しの禁止と， その論理二

1) CylI，e6HHK 1550 r.， CTp. 318-19 
2) Cy江e6HHK1550 r.， CTp. 319・20
3) M.φ. Y JIa.ll.HMHpCKH白石Y.ll.aHOB，0630P HCTOpHH pyccKoro rrpaBa， CTp. 554 
4) Cyλe6HHK 1550 r.， CTp. 320 
の TaM>Ke. CTp. 320-21 
6) ~ 3 t主文中のくロpO.ll.aBUhI> の理解をめぐって，すなわちし、かなるくrrpo江aBUhI> がその
BOT可HHaをくKyrrHTHrrOJIぉ60BHO>するのかという点をめぐって，以前から訴究者の間に意見の対

立のある部分である.すなわち，このくロpO.ll.aB只hl> をK.A. HeBOJIHHはき iのくKTOBOT可Imy
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的帰結としての， 買戻した BOTqHl誌の売却乃至抵当の禁止J である(~ 7). 1二っと

も同族による買戻し権の行使の可能性を極度にむずかしくしたから， pO，lJ;OBbIe BOTqllHbI 

の買手の利益をまもる立場から作られたj ものということができる.。

185条は， BOTqllHHllKll の利益に打撃を加え. 60完成や K悶)l{b51 の家の同族的連帯

を弱めて， BOT明日aの土地の移動を容易にしそれが新しい人びとの手に移るのを促進し

た.それゆえ 85条は KH5I)I{aTa と 60匁peに敵対的な方策， イヴァン4世ゎ反 60匁pe

的土地政策の表現と評価さるべきである.J2) ー未完-

npO.l{acr>のくKTO>， M.φ. BJI8えHMHpCK班員・oy.l{aHOB ~まく.l{eTH npO.l{8BU8 H nOCJIyxH-pO..lH-
lJH>， C. B. PmK江eCTBeHCKH益kまく6p8Tb冗.cecTpbI H nJIeM完HHHKH，KOHe可HO，38 HCKJIIO可εHHeM
Tex， KOTOpbIe CBOHM pyKonpHKJI8瓦CTBOMCJIHJIH CBOIO JIHlJHOCTb C JIHlJHOCTblO npO.l{8Bua>とし

ていた. (CM. 11. CMHpHOB， Cyぇe6HHK 1550 r.， CTp. 321・2，npHM.; Cy.l{e6HHKH X V -X VI BeKOB， 
CTp.302・3)11. CMHpHOBは， fCy，疋e6HHKは売手の子供と証人たる傍系親族から買戻し権をを無条件
に奪っている.J fBOT朝日a の売り手の子供からむ買戻し権の剥奪は， 売手はなおさらのことこの権
利をもたないことを前提 としている.Jとして. BJI8.l{HMHpcKH読・By.l{aHOB とHeBOJIHHの解釈を共
に退庁， PmK.l{eCTBeHcKH誌 の解釈をとった. (Cy.l{e6HHK 1550 r.， CTp. 322， npM.)そして彼は問
題のくnpO.l{aBUbI>をくpO江CTBeHHHKHJIHua， npo江aB凶 eroCBOIO pO.l{OBylO BOT可HHY，BbIKyna-
IOlll.He ee Tenepb B nopH江Ke ocymeCTBJIeHH完 napBa pO.l{OBOrO BbIKyn8; <<npo瓦8BU8MH>>OHH 
Ha3BaHbI nOToMy，lJTO OHH匁BJIHIOTC兄 PO.l{HlJ8MH.l{e義CTBHTeJIbHOrO npO.l{8BU8> とLtこ. (T8M 

iKe， CTp・321)
1) Cy.l{e6HHK 1550 r.， CTp. 321・2

2) T8M iKe， CTp. 322 

r:. 
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CHARACTER OF THE REFORMS UNDER THE REIGN 

OF IVAN IV. 

On the interpretations of the Article 85 of the Sudεbnik (1550) 

Shigeto TORIY AMA 

(Part One) 

In this issue only the五rsthalf of this paper is printed， and the second half will 

appear in the next issue of the same journal (No. 6). The Eng1ish summary of which 

will be attached to the latter. Here， only the contents of the whole are given. 

( 1) The <<CompromIse>) theory and its critics. 

( 2 ) Studies of the Sudebnik by 1. 1. Smirnov and B. A. Romanov; and 

the Article 85. 

( 3) 1. 1. Smirnov's interpretatIon of the Article 85. 

くprintedin this issue) 

(4) Critique of 1. 1. Smirnov's interpretation by B. A. Romanov. 

(5) B. A. Romanov's reference to the prigovor (May 11th， 1551) 

( 6 ) 1. 1. Smirnov's defence of his own position. 

(7) Conclusions: some comments. 

(Printed in the next issue) 
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